
   

構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期に係る意見 

 

令和３年１０月６日 

構造改革特別区域推進本部 

評価・調査委員会 

 

 構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）に基づく規制の特例措置につ

いては、特例措置の実施状況等に照らし全国展開の是非等の評価を行っているとこ

ろであり、当該評価の実施時期については、本委員会において検討を行い、構造改革

特別区域推進本部長に意見を提出しているところである。 

 この度、未評価又は前回評価から時間が経過している規制の特例措置について、

関係府省庁の長から提出のあった調査スケジュールに基づき、評価時期の検討を行

った。 

 その結果、当該規制の特例措置の評価時期について、本委員会の意見は以下のと

おりとする。 

 

〇改めて評価時期を検討したもの 

特例措置番号 特定事業名 評価時期 

８１６ 学校設置会社による学校設置事業 令和４年度 

１１２３ 
研究開発用海水温度差発電設備の 

法定検査手続不要化事業 
令和４年度 

１３１０ ノヤギを狩猟鳥獣とする特例事業 令和４年度 

１２０５ 

(１２１４、１２２１) 
重量物輸送効率化事業 令和５年度 

 
〇初めて評価時期を検討したもの 

特例措置番号 特定事業名 評価時期 

１３０８ 
特別管理産業廃棄物の運搬に係る 

パイプライン使用の特例事業 
令和４年度 

４１３ 
救急隊の編成の基準の特例適用の拡大

による救急隊編成弾力化事業 
令和５年度 

１０１０ 
地方競馬における小規模場外設備 

設置事業 
令和５年度 

 


